
4

個
人
情
報
の
保
護
を
徹
底
し
ま
す
！

情
報
公
開
の
推
進
で
透
明
性
の
高
い
下
野
市
へ
！

厳
し
い
行
財
政
状
況
の
中
、
情
報
公
開
と
説
明
責
任
の
徹
底
に
よ
り
行
政
へ
の
市
民
参

画
を
推
進
し
、
効
率
的
で
透
明
性
の
高
い
行
財
政
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
高
度
情
報
化
社
会
の
到
来
に
よ
り
、
個
人
情
報
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
集
中

的
に
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
か
、
個
人
情
報
の
漏
洩
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
市
民
の
大
切
な
情
報
を
お
預
か
り
し
て
い
ま
す
の
で
、
個
人
情
報
を
厳
重
に
管

理
し
て
い
ま
す
。

情
報
公
開
制
度
と
は
？

市
が
保
管
し
て
い
る
公
文
書
を

「
行
政
と
市
民
の
共
通
の
情
報
資

産
」
と
し
て
公
開
し
て
い
く
制
度

で
、
市
民
が
公
開
請
求
す
る
権
利

を
保
障
す
る
も
の
で
す
。

市
民
か
ら
の
公
開
請
求
に
基
づ

き
公
開
す
る
「
情
報
公
開
」
と
、

市
が
自
主
的
・
積
極
的
に
公
開
す

る
「
情
報
の
提
供
」
と
い
う
二
つ

の
公
開
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
市

で
は
「
情
報
の
提
供
」
を
積
極
的

に
推
進
し
て
い
ま
す
。

◆
公
文
書
と
は

職
員
が
職
務
上
作
成
・
取
得
し

た
文
書
・
図
面
・
電
磁
的
記
録
で
、

決
裁
な
ど
の
手
続
き
が
完
了
し
、

市
が
保
有
し
て
い
る
も
の
で
す
。

◆
誰
で
も
公
開
請
求
で
き
ま
す
。

◆
原
則
す
べ
て
公
開
し
ま
す
。

た
だ
し
、
個
人
情
報
や
公
共
の

安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
が
あ

る
情
報
等
に
つ
い
て
は
、
公
開
し

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
費
用
負
担
は

閲
覧
は
無
料
で
す
。
コ
ピ
ー
が

必
要
な
場
合
は
実
費
負
担
で
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度
と
は
？

市
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適

正
な
取
扱
い
を
規
定
す
る
と
と
も

に
、
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
を

求
め
る
権
利
を
保
障
す
る
制
度
で

す
。市

で
は
、
個
人
情
報
保
護
条
例

の
ほ
か
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
管
理

し
て
い
る
個
人
情
報
の
管
理
指
針

を
定
め
た
「
市
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
ポ
リ
シ
ー
」、
秘
密
漏
え
い
・
個

人
の
秘
密
情
報
の
目
的
外
収
集
・

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
不
正
使
用
等
に

対
す
る
懲
戒
処
分
を
定
め
た
「
市

職
員
の
懲
戒
処
分
の
指
針
」
を
定

め
る
と
と
も
に
、
全
職
員
対
象
に

個
人
情
報
保
護
研
修
を
実
施
す
る

な
ど
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱

を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

◆
個
人
情
報
と
は

市
が
保
有
す
る
個
人
に
関
す
る

情
報
で
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
公
文
書
で
す
。

◆
個
人
情
報
の
保
護
方
法

○
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録

○
個
人
情
報
収
集
・
利
用
・
提
供

の
制
限

○
個
人
情
報
の
適
正
な
維
持
管
理

○
電
子
計
算
機
等
の
結
合
に
よ
る

提
供
の
制
限

◆
個
人
情
報
の
開
示
請
求

ご
自
分
の
情
報
の
開
示
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
個
人
情
報
の
訂
正
請
求

ご
自
分
の
情
報
の
訂
正
を
請
求

で
き
ま
す
。

◆
費
用
負
担
は

開
示
、
訂
正
は
無
料
で
す
。

コ
ピ
ー
が
必
要
な
場
合
は
実
費

負
担
で
す
。

◆
是
正
の
申
出

市
民
が
、
市
の
個
人
情
報
の
取

扱
い
が
不
適
正
と
思
わ
れ
る
と
き

は
、
市
に
対
し
て
取
扱
い
の
是
正

を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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